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平成２２年度 九州農政局の主要業務計画

区 分 目 標 担当課
取 組 内 容 年間スケジュール

１ 食料の安定供給の確保

（1）食と農の連携強化と国民理解 ○局一体的な施策推進体制を確立する。 ○「食料安保・自給率向上本部」において、局内 ○「本部」については毎月開催。 企画調整室
の推進 の取組が一体となるよう調整・推進

○新基本計画、新組織に対応した「本部」の運
営改善。（随時）

○九州農政局主要業務計画の策定及び業務実績把 10月 業務計画中間取りまとめ及び必要に応じ
握 た見直しの実施

３月 23年度業務計画の策定

○新基本計画の円滑な推進に資するよう、周知と理解の ○新基本計画について、職員及び広範な関係者へ ○局内、農政事務所等職員への説明（随時）
促進を図る。 の周知と理解の促進

○生産者、消費者、事業者等広範な関係者への
説明。（随時）

○食と農を核とする多様な連携の促進を図る。 ○食と農を核とする多様な連携強化の取組の推進 ○食と農を核とする多様な連携に向けた交流会
の開催。（1回）

○九州食料・農業・農村情勢報告を通じて九州農政局の ○21年度版九州食料・農業・農村情勢報告の完成 ６月 公表
施策の取組、実態等を国民各層への周知・理解を図る。 ・公表

〔数値目標〕公表記事掲載主要社数・記事数 ○22年度版九州食料・農業・農村情勢報告の作成
に向けた取組

19年度 20年度 21年度 22年度
目 標

新聞社数 １２ １２ 1２ １２

記 事 数 ２９ ５２ ３２ ３８

（特集編の取組）
【18年度】九州の温暖な農山漁村でのスローライフ

の実践
【19年度】厳しい情勢下にある「畜産王国九州」の

取組
【20年度】九州の食・農を核としたネットワークの

挑戦

○九州農政局の取組や成果について、効果的な広報活動 ○記者懇談会等を通じて、タイムリーな情報を提 記者懇談会等を毎月開催
を実施 供する

○政策提案に対する適切な対応 ○農政局に寄せられた政策提案に対し、関係部課 随時
へ速やかに連絡し、必要に応じ意見交換の場を
設ける。

（2）自給率向上の取組・情報受発 ○農政の重要課題をテーマに情報を収集し、関係部局等 ○大臣官房情報評価課の計画に基づき実施。 ○現地事例集九州版、熊本版の作成。 総務部
信 への情報提供及び公表を行う。 ○現地事例を局ＨＰへ掲載。 情報推進課

（参考）21年度の取組状況
・食料自給率向上に資する優良取組事例、農林
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水産分野におけるＩＴ活用取組事例、食品産
業と食品リサイクル・ループを構築した農業
生産等の事例を局ＨＰへ掲載

・現地事例集九州版、熊本版の作成

○局ホームページ及びメールマガジンを通じて局全体の ○局ホームページの適切な管理、運営を行うとと 適宜
情報受発信を行う。 もに、ホームページを通じて局全体の情報受発

信を行う。

○メールマガジン（「アグリ・インフォ九州」「担 ○アグリ・インフォ九州 月１回
い手・経営対策等推進九州」）を発行し、重要 ○担い手メルマガ 隔週
情報、最新情報の提供を行う。

○メールマガジンの読者数拡大を図る。

○国民からの意見等について、本省報告とともに局内の ○国民からの意見等について、本省への定期報告 ○月１回 本省報告
情報共有に努める。 とともに、ノーツ掲示板を活用して局内の情報

共有を行う。

○情報交流モニターに対し、農林水産業や食の安全等に ○本省情報評価課の計画に基づき実施。農林水産 ○本省指示に基づき実施
関する意識・意向調査を実施する。 業や食の安全等に関する意識・意向調査を行

う。

○モニター交流会を開催し、意見交換による異分野間の ○事前に開催計画を立て、他部局と連携の上、モ ○各県農政事務所単位に年間１回以上開催する
信頼感醸成を図るとともに、農政に対しての意見・要 ニター交流会を開催。農政に対しての意見・要
望を把握する。 望を把握する

（3）食の安全と消費者の信頼確保 消費・安全部
①消費者の信頼確保 ○食品トレーサビリティの普及を図る。 ○食品事故等に係る適切な対応を促すため、食品 随時 食品トレーサビリティマニュアル等を活 消費生活課

トレーサビリティの普及に向けた取組を行う。 用し、食品事業者等に対して食品トレー
サビリティについての説明を実施。

○消費者と事業者、生産者、行政等との信頼関係の構築 ○農林水産省の食の安全・安心に対する取組や農 ○「消費者団体等との意見交換会」開催
政の新たな動きについて説明を行うとともに、

（参考）平成２１年度実績 消費者団体等から食品安全政策や農政全般につ
消費者団体との意見交換会 年間 30回 いての声を聞き、施策に反映する。

顔の見える関係づくり 年間 24回 ○消費者、生産者、事業者及び行政等との「顔の ○「「消費者と生産者や事業者等との顔の見える
見える関係作り」と食料自給率向上や健康的で 関係作り」意見交換会 」開催
豊かな食生活の実現に資するために、相互間で
の情報共有や体験学習、意見交換を行う。

○食品に由来する危害が発生した場合、迅速かつ適切な ○食品に由来する危害の発生を想定し、管内各農 12月 情報伝達訓練の実施 年１回
対応を行うための体制強化 政事務所等を対象に、関係機関への情報伝達及

〔数値目標〕 び店舗への巡回点検計画作成等の訓練を実施
関係機関への情報伝達等訓練の実施 年１回
(参考）
平成２１年度実績 １回

○「消費者の部屋」の運営をより外部にアピールする。 ○農林水産行政や食生活などについての情報提供 随時 特別展示の実施
及び情報収集 通年 「移動消費者の部屋」の開設

(参考）
平成２１年度移動消費者の部屋実績 106回

②食品表示の監視及び普及啓発 ○食品表示の適正化を推進するため、食品事業者・団体、 ○日常的に食品事業者・団体、消費者等への食品 通年 食品表示に関する普及啓発、講師の派遣 消費・安全部
消費者等に対する普及啓発や講師派遣等を実施 表示に関する普及啓発、講師の派遣 表示・規格課

〔数値目標〕
年間３００回程度実施

〔参考〕
平成２１年度：３４８回
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○食品表示の適正化を推進するため、食品表示一般調査 ○日常的に小売店舗を巡回し、生鮮食品を中心と 通年 表示状況調査を実施
年間計画に基づく調査の実施 した表示状況調査を実施

〔数値目標〕
年間約５千店舗（前年同程度）を調査

〔参考〕
平成２０年度実績：5,780店舗

○食品表示１１０番の適切な対応の実施 ○食品表示１１０番情報に対するすみやかな情報 ○食品表示１１０番の適切な対応
回付と調査等を実施

〔目標〕
受付後すみやかな情報回付
局主催研修会等を３回程度実施

○食品表示に関係する各機関との連携の実施 ○九州地域食品表示監視連絡会、管内各県食品表 ４～５月
示監視協議会の開催し、連携を図る。 九州地域食品監視連絡会、各県食品監視

〔目標〕 協議会を開催
九州地域食品監視連絡会、各県食品監視協議会を開催

③有害物質等(カドミウム）に係る ○平成２３年３月までに、国内農産物のカドミウム含有 ○国内産米穀の産地における含有状況の調査を実 ○４月初旬、自治体、農業者団体及び農業者へ 消費・安全部
リスク管理 実態について、①モニタリング調査（産地における水 施 の調査協力を要請 安全管理課

管理等のカドミウム吸収抑制効果を確認）、②サーベ ○４月要請後に畑作物試料採取開始
ランス調査（国際基準及び国内基準の検討のため）、 ○６月初旬、分析機関との契約事務開始～契約
を実施する 後進行管理

○９月初旬～試料採取(米穀）
【数値目標】モニタリング調査：米穀２０点 ○９月中旬以降、結果判明後に協力者等へ通知

程度 ○１２月中旬から１月中旬、全国調査結果公表
（モニタリング）

【数値目標】サーベランス調査：米穀１１５点、 ○３月以降、調査結果取りまとめ（サーベイラ
畑作物６００点程度 ンス）

④農畜水産物に係る安全対策 ○平成２３年度３月までに、生産資材等（農薬、飼料、 ○農畜水産物の生産資材等の使用実態を把握する ○４月下旬、自治体、農業者団体及び農業者へ
動物医薬品及び水産用医薬品）の使用実態を把握し、 ため調査を実施 の調査協力要請
農林水産省のリスク管理施策の基礎資料に資するため ○５月中旬～翌３月末頃まで調査を随時実施
に業務を実施する ①各農政事務所から各使用実態の状況確認及

び報告
【数値目標】 ②確認内容を関係者へ通知
農産物５２６戸（農家数）、畜産物５８４戸（農家数）、
水産物２５３戸（経営体）

⑤動植物防疫対策の推進 ○植物病害虫の防除対策について、県担当者が的確に現 ○植物病害虫の発生予察情報等を基に指導 ○被害を予測して適宜指導
地指導が出来るよう、適正かつ確実な指導等を実施す 等を行う
る

【数値目標】病害虫の発生予察に基づき適宜実施

○高病原性鳥インフルエンザについては、発生に備え、 ○鳥インフルエンザの発生に備えた体制整 ○11月末までに防疫演習等を実施
局内一丸となって迅速かつ的確に対応できる体制を整 備を実施
備する

【数値目標】防疫演習等の実施１回

⑥牛トレーサビリティ法(生産・流 ○生産・流通段階における監視・指導の立入検査等を実 ○生産段階、流通段階での立入検査による監視・ ○年間を通じ生産農家及び販売業者等に耳標装
通）に係る監視指導 施する。また、生産者団体、消費者団体や事業者等に 指導 着、識別番号表示について調査を実施

対して「牛トレーサビリティ制度」のさらなる定着に
向けた普及・啓発の説明会を実施する

○消費者、生産者、行政機関及び各種団体に対す ○５月～翌２月に生産・流通で各１回以上の説
【数値目標】指導の立入検査等を13,000回程度 る牛トレーサビリティ制度の周知及びコンプラ 明会を実施。
【数値目標】説明会等を20回程度 イアンスについての説明会等を実施
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⑦米トレーサビリティ法の周知及び ○九州管内の対象事業者名簿を整理するとともに、各事 ○管内対象事業者名簿の整備 ４～９月 食糧部
職員研修の実施 業者に対し米トレーサビリティ制度の周知を図るた 食衛法関係登録名簿、事業者団体会員名 計画課

め、会議の開催・出席、広報活動、個別企業へのパン 簿等により、対象事業者等の名簿を整備
フの配布等を行い、円滑な実施に向け普及・啓発に努 するとともに、各種情報に基づき、必要
める。 に応じ名簿の更新を行う。

○対象事業者等に対する制度周知 ４～９月
制度説明会の開催、地方自治体・関係団
体の広報誌への掲載、各種会議への出席
・説明、個別企業へのパンフ等の配布を
行う。

○法施行に向け円滑な流通監視業務を実施するため、職 ○職員の実務研修の実施 ４月～９月
員研修を行う。 ・法律、要領、検査マニュアル等により、

制度理解のための職員研修を実施
・消費・安全部の監視業務（巡回点検）及
び食糧部の監視業務（立入検査）に随行
し、現場研修を行う。

⑧政府米の需給操作 ○九州管内・他ブロックの買受実需者等に対し、安全な ○安全な政府米を供給するため、政府米の入札・ ○九州管内の需給操作のため、需要・在庫等を
政府米を安定的に供給する。 販売に支障を来さないように的確な需給操作に 的確に把握し、政府米を安定的に供給できる

努める。 体制を確立するとともに、適正な在庫管理に
○10月に向けた民間への包括的契約による業務移管のた ○政府米の需給操作在庫と実在庫との突合を行 努める。
め、政府米の適正な在庫管理に努める。 う。

⑨政府所有米穀の流通に関する検査 ○消費者の信頼確保に資するため、米穀の適正流通に関 ○年間計画に基づき、農林水産省職員が、米穀加 ○平成22年4月から9月までの6ヶ月間において、 食糧部
マニュアルに基づく検査の実施 する検査マニュアルに従い、九州農政局管内における 工事業者等に対して、抜き打ちで立入検査を行 168の米穀加工事業者等に対し、立入検査を行 計画課

米穀加工事業者等に対して、年度当初に策定する年間 う う。 米麦流通監視チ
計画及び疑義情報に基づき、検査を実施する。 ○10月以降は組織改編後に再度計画を立てるこ ーム

ととする。
（平成22年2月10日現在の米穀加工事業者等数

：買受申込資格者172、中継基地等42、 ○疑義情報に基づき、農林水産省職員が、米穀加 ○随時、すべての疑義情報について、立入検査
新規需要米関係359、加工用米関係302） 工事業者等に対して、抜き打ちで立入検査を行 を行う。

う。

⑩政府所有米麦の保管管理及び政府 ○政府所有米麦の保管管理の指導及び政府所有米麦の販 ○政府所有米麦の寄託保管業者への自主保管マニ ○局、各農政事務所で各県食糧保管協会総会等 食糧部
所有米麦の販売 売については、国民の健康の保護が最重要であるとい ュアルに基づく、適正な保管管理の徹底を行う。 に出席し、適正な保管管理の徹底の指導を行 消費流通課

う認識の下、国民の健康に悪影響のない米麦のみを市 う。(５月～)
場に流通させる。
また、政府米の売買管理業務の民間委託、政府輸入麦
の即時販売方式制度への円滑な移行を図り、主要食糧 ○輸入米について、食品衛生法上問題ないものを ○局、各農政事務所において、随時、抜き打ち
の安定的需給の維持を図る。 販売するため、民間監視員によるカビチェック でカビチェック作業に立ち会い、指導監督を

の指導監督を行う。 行う。

○政府米の売買管理業務の民間委託、政府輸入麦 ○政府米の売買管理業務の民間委託、政府輸入
の即時販売方式制度に関する関係機関、団体等 麦の即時販売方式制度に関する新たな情報が
への説明・周知を図るとともに、移行前の移行 入った都度、必要に応じ、関係機関、団体等
作業（現地在庫物品の確認、システムの並行運 への説明・周知を図る。（４月～）
用）を行う。
また、事故米（カビ等）の焼却についても、市
町村の了解を取り付け、９月上旬頃までに焼却
を終了する。 ○政府物品在庫倉庫において、売買管理業務民

間委託前の在庫物品の確認を行う。（７～８月）
○売買管理業務受託者のシステムとの並行運用
を行い、円滑な移行を図る。（８～９月）

○福岡政府倉庫については、６月末廃止に向け
て、早期の焼却対象物品の焼却を行う。

○福岡、熊本、鹿児島の各県内で焼却拒否の市
町村に対する了解の取り付けを早期に行い、
計画的に焼却を進める。
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⑪登録検査機関への指導監督 ○民間検査の適正な実施の確保を図るため、登録検査機 ○登録検査機関に対する指導監督及び検査標準品 ４月 検査標準品決定審査会・査定会（ブロッ
関に対する指導監督及び検査技術の維持・向上に努め の審査会・査定会、技能確認会、品質程度統一 ク）
る。 会、検査場所での巡回点検等を実施し、検査技 ４月～各県民間検査協議会総会等で局、各農政

術の維持・向上を図る。 事務所が適正な農産物検査等について指
（参考） 導・説明
平成２１年１２月末の登録検査機関数 １９４ ４月～登録検査機関に対する監査（局、各農政

事務所）
４月～農産物検査員技能確認会（ブロック）
６月～品質程度統一会、指導者育成研修（ブロ

ック）

（4）食育の推進 ○日本型食生活の普及促進に向け、「食事バランスガイ ○一般消費者等への「食事バランスガイド」の普 随時 食育取組団体や食料品小売店等と連携し 消費・安全部
ド」を活用した食生活の実践、地域の食文化や地域の 及と活用促進を目的として、食育に取り組む団 た「食事バランスガイド」キャンペーン 消費生活課
農産物の理解を促進する取組を行う。 体や食料品小売店等と連携した取組を行う。 の実施

通年 地域において取り組まれる「食事バラン
〔数値目標〕 スガイド」の普及・活用促進の取組を支
「食事バランスガイド」を参考に食生活を送っている 援
人の割合（参考度） ３０％
（22年度にっぽん食育推進委託事業における「食事バ ○大学生や企業社員を対象に「食事バランスガイ 随時 大学や企業と連携した食生活改善の取組
ランスガイド」の認知度・参考度等の把握のための調 ド」を活用した食生活の実践を促すため、大学 の実施
査・分析から評価を得る。） や企業と連携して取組を行う。

(参考） ○日本型食生活の一層の理解と普及を促進するた 随時 日本型食生活の普及促進に向けたフォー
平成20年度「食事バランスガイド」認知度・参考度 め、地域の食文化や地元の農産物への理解を深 ラム等の開催

に関する全国調査結果 ２０．５％(地方圏) める取組を通じて食生活の改善を促すことを目
的とした、フォーラムや意見交換会等を行う。

○食育月間の取組 ６月 食育月間・食育推進全国大会

○自然の恩恵や食に関わる人々の様々な活動への理解を ○教育ファームの取組を推進するため、市町村、 随時 市町村等関係者に対する教育ファームの
深めること等を目的とした「教育ファーム」の取組を 学校関係者、食育推進団体、農林漁業団体等に 説明の実施
推進する。 対して、教育ファームの意義と有効性を PR す

るとともに、地域における教育ファームの取組 通年 地域において取り組まれる教育ファーム
〔数値目標〕 を支援する。 への支援

市町村等の関係者によって計画が作成され、様々な
主体による教育ファームの取組がなされている市町村 ○教育ファームへの参加者の増加に向けて、食育 随時 食育関係団体等と連携を図りながら、広
の割合 ６０％ 関係団体等と連携を図りながら、教育ファーム く一般消費者等に教育ファームへの理解

（農林水産省の22年度教育ファーム実態調査から評価を に対する理解を深めるための取組を行う。 を深めてもらうための取組を実施。
得る。）
(参考） ○「教育ファーム推進計画」の策定市町村の増加 随時 「教育ファーム推進計画」の策定を予定

平成２1年度実態調査における九州管内実績（平成 に向けた取組を行う。 していない市町村に対して、策定に向け
22年2月22日現在未公表） た働きかけを実施。

２３．９％
○「九州地域教育ファーム推進協議会」の開催 随時 教育ファームの推進に向けた検討を行う

ため、有識者等による「九州地域教育フ
ァーム推進協議会」を開催。

○地域における食育の推進に向けて、食育取組団体間の ○関係団体の連携を促進するため、食育アイラン 随時 食育アイランド九州参加団体交流会の開
連携・交流の促進を図る。 ド九州の取組の充実を図る。 催

通年 「トピックス」及びメルマガ「しまかぜ」
の内容充実を図る。

（5）地産地消 ○地産地消推進計画の策定や強い農業づくり交付金等に ○「地産地消推進計画」の策定推進と併せ地域の 随時 管内担当者会議、講演会等での普及啓発 生産経営流通部
よる支援を通じた「地産地消モデルタウン」づくりの 関係者（農業、給食、商工、観光等）が一丸と 農産課
推進 なって取り組む「地産地消モデルタウン」づく ６月 熊本県内の調理師（病院等勤務）への講

りを推進 演
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○「強い農業づくり交付金」により、直売施設、 ○事業の推進と円滑な執行事務に適宜対応
農産物処理加工施設、食材供給施設の整備を支
援

○「学校給食地場農畜産物利用拡大事業」により、
学校給食向けの農畜産物の生産の拡大・供給体
制の構築を図る

○優良活動事例の紹介や地産地消の仕事人を通じた情報 ○「全国地産地消優良活動事例表彰」や「地産地 ７月 仕事人の選定
提供等により管内地産地消活動を支援 消の仕事人」の取組等に対し、積極的に対応す ９月 地産地消給食メニューコンテスト

るとともに、受賞地区の代表者や選定された仕 ２月 全国地産地消優良活動事例表彰
事人を地域のキーパーソンとして活用し地産地
消を支援

（6）国産農産物消費拡大 ○米飯学校給食の推進（米粉パンの学校給食への導入推 ○米飯学校給食の実施回数を週３回未満の自治体 ４月～９月 食糧部
進を含む。）、めざましごはんキャンペーンの推進並び については３回への増加を、週３回以上の自治 局、各農政事務所において、各自治体等 消費流通課
に米粉食品の普及促進 体については新たな目標による増加を要請す に対し米飯学校給食回数増加要請、政府

る。 備蓄米無償交付制度のＰＲを行う。
合わせて政府備蓄米無償交付制度のＰＲを行
う。

○若年層の朝食欠食に対する取組として大学生や ○大学等でＰＲする機会がある都度、大学等に
新社会人へ朝ごはんの大切さをＰＲ（消費生活 出向いて実施。
課との連携行動）を行う。

○九州米粉食品普及推進協議会及び関係機関等と ○九州米粉食品普及推進協議会各県部会に出席、
連携し、米粉を利用した食品の普及促進活動（新 米粉利用食品の普及促進。（５月～）
規需要米の生産者と需要者とのマッチングを含 関係団体等による米粉食品関係の催しに対し
む）に取り組む。 連携し、協力。

米粉食品の普及促進（新規需要米のマッチン
グを含む）に関した個別の相談に応じる。

○野菜・果実の機能性や伝統野菜・果物等を通じ摂取拡 ○取扱状況等の把握 ５月 管内各県、団体等に対しアンケート調査 生産経営流通部
大の啓発を図る 管内の行政、団体等に対し機能性や伝統食材、 の実施 園芸特産課

伝統食を通じた消費拡大への取組状況につい ６月 優良な取組に対し現地調査の実施
（参 考） て、実態調査の実施
食事バランスガイドにおいて１日の摂取量（野菜
３５０ｇ、果実２００ｇ）を推奨 ○関係者への情報提供、意見交換 10月 情報交換会の開催

野菜摂取量：平成１９年 ２５７ｇ 行政、団体等を参集し、優良事例の紹介、関係
果実摂取量：平成１９年 １１３ｇ 者との意見交換の実施。

○外来者等への情報提供 １月 「消費者の部屋」における特別展示を実
外来者等を対象とした野菜・果物の摂取拡大に 施
関する情報提供

○機能性・有用性を普及啓発することにより、消費が減 ○牛乳等の機能性等が紹介されたパンフレット等 ６月 牛乳の日・牛乳月間に併せて「消費者の 生産経営流通部
少傾向にある飲用牛乳を中心とした牛乳乳製品の消費 の配付による理解醸成の促進 部屋特別展示」を実施し、パネルやパン 畜産課
拡大を推進 フレット等で牛乳乳製品の機能性等を紹

○九州農政局主催の会議等における牛乳の配付 介

適宜 会議・イベント等で牛乳乳製品の機能性
等をアピールするためのパンフレット類
を配付

適宜 飲用牛乳の消費拡大に資するため、会議
等で牛乳を配付

（7）食品産業の持続的な発展 ○食品流通の合理化・高度化の推進 ○食品に係る流通機構の合理化と流通機能の高度 ○食品流通構造改善事業のPR 生産経営流通部
食品流通構造改善計画の認定：５件 化を図るため、食品流通構造改善促進法に基づ ○食品流通構造改善計画の認定：５件 食品課

(参考) く、食品流通構造改善事業の普及・啓発を行う
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 とともに、事業計画の認定を推進する。
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6件 10件 4件 5件 10件

○卸売市場における取引の適正化 ○卸売市場における取引の適正化を図るため、中 ６月 卸売市場関係担当者会議
市場検査の実施：5件（21年度2件） 央卸売市場の卸売業者の業務・財務検査を実施 ○中央卸売市場卸売業者に対する検査の実施

するとともに、都道府県等流通業務担当職員の 本省との協議により、検査対象卸売業者を選
研修を実施する。 定。

10月 都道府県等流通業務担当職員研修

卸売市場の整備・品質管理の高度化等の推進 ○卸売市場の整備及び品質管理の高度化等の取り ６月 卸売市場関係担当者会議
卸売市場施設整備の実施：2件（21年度3件） 組みを推進する。

○容器包装リサイクル法の推進 ○容器包装リサイクル法の啓発・普及、再商品化 ４～６月
点検指導の実施：1,000事業者（21年度1,275事業者） 義務の履行等の点検指導を行うとともに、再商 定期報告の内容確認

○食品リサイクル法の推進 品化義務不履行事業者への改善指導等を実施
点検指導の実施：1,000事業者（21年度1,518事業者） し、容器包装リサイクルを推進する。 ６月 管内農政事務所当担当者会議
リサイクルループの取組：3件以上（21年度申請1件）

○食品リサイクル法の啓発・普及、点検指導を行 ４～６月
うとともに、リサイクル・ループの取組及び再 定期報告の内容確認
生利用事業者の登録を推進し、食品リサイクル ６月 管内農政事務所当担当者会議
を推進する。

○食料品製造事業者等における温室効果ガス排出量削減 ○食料品製造事業者等における省エネの取組を推 ○21年度の工場現地調査の結果、立入検査が必
の取組及び省エネの取組の推進 進するため、工場現地調査を実施する。 要と判断された1工場について、検査を実施。

○工場現地調査の実施：約20件（21年度17件） ○9月～1月にかけて工場現地調査を約20件実施
○定期報告書等（省エネ法、温対法）の受理 （21年度17件）。

○工場現地調査の結果を受け、文書指導、立入
検査等を実施。

○定期報告書等の受理及び温室効果ガス排出量の ○定期報告書の内容確認及び受理（特定荷主は6
集計（報告件数は、法改正により対象範囲が変 月中。特定事業者は11月中）
更されたため不明） ○温室効果ガス排出量の集計（12月中）

○定期報告書の内容に基づく文書指導、立入検
査等の実施（年度内）

２ 農業の持続的な発展

（1）戸別所得補償制度 ○平成22年度に実施される戸別所得補償モデル対策（水 ○事業内容の普及・推進関連 ４月～３月 戸別所得補償制
田利活用自給力向上事業及び米戸別所得補償モデル事 都道府県段階、現場段階への周知活動のほか、 度推進チーム事
業）の適切かつ着実な実施 現場実務（申請方法等）に関する意見照会対応。 務局

また、本省戸別所得補償制度推進チーム及び管
内地方農政事務所等との連絡・調整

○加入、交付関連 ４月～７月
・加入申請書、作付面積確認依頼書、不作付地
改善計画等関係書類の再確認。
・交付対象面積通知及び交付申請書の作成、送
付。

○支払い関連 ７月～３月
・地方農政事務所がシステム登録した加入者ご
との各種情報をアダムスシステムに債主登
録。

・交付金の支払い手続きが整い次第、交付決定
（交付金支払通知）、交付金額のアダムスシス
テムへの入力。

・モデル対策交付金の支払い。

○本格実施に向けた事業内容の普及・推進関連 ９月（概算要求オープン後）～３月
県、県協議会と連携し管内市町村や地域協議会
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段階の関係機関に対する制度の周知等の推進活
動。

（2）米の需給調整 ○戸別所得補償制度モデル対策の推進に併せて九州全県 ○地域段階における生産数量目標の適正配分及び ４月 生産数量目標配分段階での配分状況把握 食糧部
における需要量に即した米の生産、新規需要米等の取 各取組段階におけるの取組状況の把握と助言・ 及び適正配分に対する助言・指導 計画課
組を推進 指導 ５月 生産数量目標の農業者間・方針作成者間

調整の状況把握及び助言・指導
６～９月

作付段階での作付状況の把握及び分析

○新規需要米及び加工用米の取組推進 ４～５月
・需要者と農業者の結び付きを図るための
需要情報等の提供

・情報提供に併せた制度の普及
４～９月

・生産製造連携事業計画策定の助言・指導

生産経営流通部
○米政策改革・地域水田農業ビジョンの策定推進及び自 ○米政策改革・地域水田農業ビジョンの策定 ４月～ 農産課
給力向上戦略作物等緊急需要拡大対策の実施を通じ、 地域水田農業推進協議会に対して、地域の将来 策定に当たっての指導、助言の実施
産地確立及び自給力向上推進等を図る。 方向を明確化するために策定を推進

○自給力向上戦略的作物等緊急需要拡大対策の活 ４月～
用 事業実施主体に対し、事業の周知並びに
・新規需要米の需要拡大について、生産者団体、 事業実施方針、計画書承認、事業推進に
食品製造業者等への周知、指導 係る指導等

（3）作物対策 ○加工・業務用における国産野菜・果実等の生産拡大に ○関係者への情報提供、意見交換 ７月 果樹関係ブロック会議の開催 生産経営流通部
ついての啓発、支援等を実施し、取組産地を育成する 加工・業務用需要への対応のため、県、市町村、 園芸特産課
とともに、新たな供給体制を構築する。 生産者団体、流通、加工業者など関係者への情 12月 ブロック会議を開催し、地域・団体等で

報提供、意見交換等 の取組について情報交換を行う。

（参 考）
・加工・業務用割合

野菜：平成 ２年 ５１％
平成１２年 ５４％ ○新たな体制の整備 通年 補助事業の事業実施主体に対して、事業
平成１７年 ５５％ 食品製造業者等の多様なニーズに応える安定的 計画承認、事業推進に係る指導等を行う。

な供給連鎖（サプライチェーン）構築のための 各種会議や現地調査等において、事業
果実：平成 元年 ２５％ 国産原材料供給力強化対策事業の取組への指導 の説明、パンフレットの配布等により、

平成１２年 ３９％ 等の実施 事業の推進を行う。
平成１９年 ４５％

・加工・業務用需要に占める輸入割合 ○野菜モデル産地への支援 ６月 重点地区を定め現地検討会を開催
野菜：平成 ２年 １２％ 加工・業務用モデル産地等への重点的かつ集

平成１２年 ２６％ 中的な支援として、野菜産地における現地調査、 通年 加工・業務用への取組状況について、
平成１７年 ３２％ 現地検討会等を開催し、産地を支援・育成 生産者団体等への現地調査を実施する。

○果樹産地への支援 通年 加工・業務用果実需要対応型産地育成事
加工・業務用に向けた生産拡大の取組を推進 業（基金事業）等の情報提供や事業の推

するため、産地の課題を把握し、果樹経営支援 進に向けた指導助言の実施
対策事業等による支援の円滑な実施に向けた指
導・助言 通年 現地調査による実態把握

（4）畜産対策 ○自給飼料の増産 ○水田を活用した稲ＷＣＳ等飼料作物の作付面積 適宜 飼料用米・稲ＷＣＳ生産利用マッチング 生産経営流通部
拡大や飼料用米の利活用円滑化の推進 推進会議の開催 畜産課

○地域に応じた飼料作物の作付け体系の導入や水 ６月 九州地域飼料増産行動会議の開催
田裏での飼料作物作付け拡大の推進

４月～
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○放牧条件整備の推進 飼料増産に係る実態等調査（稲ＷＣＳ、
飼料用米需要、水田放牧、ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ、稲わ

○コントラクターの育成・強化、ＴＭＲセンター ら等流通粗飼料）の実施
の育成と利用拡大の推進

○国産稲わらを含めた粗飼料の広域流通・利用拡
大の推進

○飼料用米の利用促進に向けたマッチングの推進

○食品残さの飼料化の推進 ○エコフィードの推進に向けた行動会議等の開催 ５月～６月目途
やパンフレット等の作成・配付 九州地域エコフィード推進行動会議の開

催

10月目途
エコフィード推進のためのシンポジウム
の開催

適宜 エコフィード推進に係るパンフレット等
の作成・配付

○肉用牛繁殖用雌牛の飼養頭数の維持・拡大 ○肉用牛生産基盤の維持・強化に向けた戦略会議 適宜 先進事例、生産性の向上、肉用牛生産基
・現地検討会等の開催や先進事例・生産性の向 盤の強化等に係る事例の収集・提供
上・肉用牛生産基盤の強化等に係る事例の収集
・提供 年２回目途

戦略会議等の開催

（5）環境保全型農業 ○環境保全型農業の推進 ○有機農業の推進 ○産地収益力向上支援事業の各県1地区採択 生産経営流通部
・有機農業の推進 ・産地収益力向上支援事業の活用 農産課
・エコファーマー認定制度の推進 ・九州地域有機農業推進連絡協議会の開催 ５月 産地収益力向上支援事業担当者会議の開
・環境保全型農業及び土壌保全対策の推進 催

○エコファーマー認定制度の推進、環境保全型農
業及び土壌保全対策等の推進方策等の指導 ５月 環境保全型農業担当者会議の開催

10月 九州地域有機農業推進連絡協議会の開催

（6）多様な経営体の育成・経営安 ○認定農業者、集落営農組織の育成・確保を図るとと ○認定農業者、集落営農組織の育成・確保及び経 随時 担い手の育成・確保に関する現地説明及 生産経営流通部
定対策 もに、集落営農組織へのフォローアップ、法人化の 営発展等の支援 び意見交換 担い手育成課

推進

(参考) 4月から
認定農業者 51,509（21年３月末現在） ○水田経営所得安定対策に加入している集落営農 担い手育成・確保運動実施状況（担い手
特定農業法人 92（ 〃 ） 組織に対するフォローアップの実施 育成カルテ）を四半期毎に集約し報告
特定農業団体 218（ 〃 ） （既に21年度に実施中の集落営農フォローアップ ９月下旬まで

シートに基づく法人化への取組等のフォローア 認定農業者の経営改善状況調査結果を取
ップを引き続き実施） りまとめ

８月から
集落営農フォローアップシートに基づく
調査を実施

８月 九州集落営農フォーラムin熊本の開催

○新規就農の促進と青年農業者等の人材育成を図るた ○青年農業者の人材育成に関する意見交換を行う 12月 青年農業者代表と農政局幹部との意見交 生産経営流通部
め、関係機関・団体との連携を強化する。 とともに、経営能力の向上について学習する場 換会や、青年農業者を対象とした研修会 経営支援課

を設ける。 を開催

○新規就農者の確保に向けた取組を強化する。 ○青年農業者人材育成のために、指導農業士、普 １月 指導農業士代表と農政局幹部との意見交
及指導員等と連携し、農業政策等の情報提供と 換会を開催
ともに現場から情報・意見を収集する。
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○関係課と連携し、新規就農者の確保に向け事業 ○経営体育成交付金等関連する助成事業の円滑
の円滑な推進を図る。 な執行

○女性農業委員の確保、女性の農協運営への参画促進、 ○女性農業者の社会参画・経営参画を推進し、農 11月 男女共同参画の推進のため、セミナー等
女性起業の育成等に取り組み、農山漁村における女性 業経営の高度化を図るため、農業者や行政担当 を開催し、意識の醸成を図る。
の社会参画や経営参画を推進する。 者等による意見交換会や研修会を開催する。

○農村女性の起業活動実態、市町村段階での参画 ○女性の社会参画・経営参画を取りまとめ、局
目標の設定状況、女性の農業委員や農協役員へ ＨＰ、メルマガ、会議等を活用した啓発・普
の登用状況等について、普及啓発を図る。 及活動を実施

○水田経営所得安定対策の着実な推進 ○出張受付等による円滑な受付の実施 ４～６月 生産経営流通部
加入申請受付 担い手育成課

○早期支払ができるよう、事務処理スケジュール ４～７月
・22年産対策加入（新規加入を含む）の円滑な受付 に基づいた迅速な処理 収入減少補てん交付手続

５～１１月
・22年度交付金の正確かつ迅速な支払い ○交付金交付について、チェックリストに基づく 固定払交付手続

多重チェックを実施し、正確な事務処理を行う。 10～３月
成績払い交付手続

○農業金融の円滑化 ○農業近代化資金無利子化枠の確保及び日本政策 ○本省に対し無利子化枠確保子化枠確保要請の 生産経営流通部
〔数値目標〕 金融公庫との連携による認定農業者、集落営農 実施 経営支援課
農業近代化資金等農業制度資金の有効活用による営農 組織等の資金需要に対する的確な対応 ○管内各県の制度資金融資先現地調査の実施
支援及び農業信用保証保険法第８条の２に基づく管内 ○四半期毎管内各県の融資実各県の融資実績及
各県農業信用基金協会の経営の健全性基準（200％） び資金需要調査実施調査実施
を維持確保し、資金融通の円滑化を図る。

○管内各県農業信用基金協会の経営の健全性基準 ５月 決算ヒアリング実施
（200％）を維持確保するため、決算ヒアリン ３月 決算見込ヒアリング実施
グ等、モニタリングの実施による経営の健全性
確保 ○求償権管理状況等現地調査実施

（7）農地利用の促進 ○農地制度見直しに係る新たな制度の普及定着 ○関係会議、制度説明会・現地説明会等への対応 随時 会議、説明会 生産経営流通部
・農業委員会等関係機関への周知徹底を図る ○農業委員会に対してフォロー調査（施行状況調 構造改善課
・農業者・参入希望法人等への新制度の普及 査）を実施する ４月、７月

○関連資料の作成・配布等 フォロー調査
○ＨＰの内容見直し

○改正農振法に基づき、農振農用地区域内の土地の農用 ○市町村農業振興地域整備計画の変更を予定して ９月 管内の各県及び市町村担当者を対象に研 企画調整室
地区域からの除外の厳格化等により、国の確保すべき いる管内各県及び市町村担当者を対象とした地 修会を実施する。
農用地等の面積の目標の達成に努め、優良農用地の確 方研修会の実施等により、制度の普及啓発を図 農村計画部
保を図る。 る。 農村振興課

○県が作成する、県の確保すべき農用地等の確保 ６月～12月
目標等を定める基本方針について協議を実施。 随時、管内全県と協議調整を行う。

○改正農地法で規定された県知事等許可分に対する是正 ○農地転用許可事務実態調査の実施（県知事等許 ○１県当たり50件を無作為に抽出し、県等に出
の要求制度に係る農地転用許可事務の実態及び法定協 可分） 向き関係書類等の閲覧により実態調査を実施
議制度、行政代執行制度等の取組状況を適切に把握す （４月～２月）し、不適正な場合にあっては
るとともに、大臣許可分については、転用許可後、放 必要に応じ都道府県に対し、是正要求を行う。
置状態にある実態を把握し、農地転用許可制度の適切
な運用が図られるよう事業者を指導する。 ○農地転用規制事案の把握 ○農地法改正で新たに導入された農地転用規制

（公共転用に係る法定協議制度、行政代執行、
違反転用に係る刑事告発等）について県から
の報告に基づき把握（４月～（四半期ごと））

○農地転用許可後の進捗状況の把握（大臣許可分） ○大臣許可分について、許可条件に付した進捗
状況が定期的に出されていないもの及び完了
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報告がない事業者に対して文書で督促
その後、適正に事業の用に供されるかどうか
等について事業者から聴聞等を実施し事業計
画変更等を指導・助言（12月～３月）

○水土里情報システムの利活用の促進 ○利用団体等への個別説明 ○県土連と連携しキャラバン等を実施し利用団 整備部
平成22年度より水土里情報システムが本格稼働するこ ・システム概要及び活用事例の紹介 体の獲得拡大を図る。 地域整備課
とに伴い、水土里情報システムの利用団体獲得に向け ・システム利用概算負担額提示
た取組を推進

（8）耕作放棄地対策 ○平成21年度に取りまとめた「耕作放棄地全体調査」及 （全体調査及び解消計画） 農村計画部
び「耕作放棄地解消計画」について、昨年度に引き続 耕作放棄地を把握するとともに解消計画が適切 農村振興課
きフォローアップを行うとともに、農振農用地区域内 に策定されるよう以下の取組を行う。
の耕作放棄地について計画的に解消が図られるよう取 生産経営流通部
組を行う。 ○全体調査、耕作放棄地解消計画のフォローアッ ○平成21年度に取りまとめた「耕作放棄地全体 構造改善課

プの実施 調査」及び「耕作放棄地解消計画」の見直し
〔参考〕 等のフォローアップを実施。 整備部

現状：耕作放棄地面積 約63千ha 1月末 全体調査結果集約 農地整備課
うち農振農用地区域内｢緑｣+｢黄｣ 約18千ha 2月末 解消計画集約

（耕作放棄地全体調査：平成22年1月末現在）
○全体調査のフォローアップ及び解消計画策定が ○以下の市町村に出向き、首長等に対し要請を
著しく遅れている市町村に対する要請 行う（４月～１２月）。

1．全体調査のフォローアップへの取組が低調
な市町村（28市町村程度、全域調査未完了）
2．解消計画が未策定の市町村（55市町村程度）
3．農振農用地の耕作放棄地の多い市町村（40
市町村程度（耕作放棄地率10％以上））等

○全体調査のフォローアップ等に係る県、市町村 ○改正農地法施行に伴い実施される農地利用状
への周知（担当者会議等の実施） 況調査と耕作放棄地全体調査のフォローアッ

プの際の現地確認作業等の取組上の留意点を
担当者会議等で周知する（４月～５月）。

○耕作放棄地解消状況等の把握 ○調査が適切に取りまとめられ、円滑な解消が
図られるよう進捗状況等の把握を行い進行管
理を行う。

（交付金関係）
○「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」の活用 ○５月中に各県の取組予定等について個別にヒ
の促進を図る。 アリングを実施した後、「耕作放棄地再生利用

緊急対策交付金」の活用が未定の市町村を中
心にキャラバンを実施し、活用市町村数を増
加させる。

○農業生産基盤の整備による耕作放棄地解消を支 ○「耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業」
援する。 については、平成23年度の新規採択に向けて

６～７月に局ヒアリングを実施する。

「耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業」 ○「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」
「農山漁村活性化プロジェクト支援交付金」 についても、平成23年度の新規採択に向けて
の活用促進 事業のＰＲを行う。

（その他） ○耕作放棄地解消事例を収集し年度末まで局ホ
○耕作放棄地解消事例の収集、提供 ームページで公表（４月～３月）

○耕作放棄地解消相談窓口の設置及び意見交換会 ○相談窓口設置を局ホームページで紹介すると
の実施（各県数市町村程度） ともに、窓口設置後、相談に応じ課題を解決

する必要のある市町村等に耕作放棄地対策Ｐ
Ｔメンバーが出向き意見交換を実施
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○耕作放棄地解消に向けた戸別所得補償制度の ○市町村要請、担当者会議等において、耕作
取組の推進 放棄地が解消されるよう戸別所得補償制度の

活用についてＰＲ

（9）農業農村整備

①農業生産基盤等の整備

○農業基盤整備状況調査 ○土地改良長期計画の作成及び農業農村整備事業等の効 ○管内の農業農村整備事業等の農地の整備状況等 ○管内各県への作業依頼及び内容説明 農村計画部
率的かつ効果的な実施に資するため、21年度に実施し についてとりまとめ、それを電子化する。 ６月に作業依頼内容について説明し、12月ま 農村振興課
た農業農村整備事業などの事業実績を把握する。 でにその結果の報告を受ける。

○３月までにその結果を電子化する。

○国営事業 ○国営土地改良事業の調査・計画の推進 ○広域の食料供給基盤のうち3地域において、関 ５月、１月 農村計画部
係機関の意見を聴きながら、基幹的水利施設の 実作業を担う調査管理事務所と連携し、 事業計画課

○食料供給の中核的な役割を果たす優良農地及び基幹水 更新整備計画を策定 検討の進捗を管理
利施設の整備 ３月まで

幅広い関係機関との意見交換の場（協議
会）を各地域において開催

大規模な水利施設等が整備された広域の食料供 ○国営事業実施の可能性が高い南薩、五島、上場、 ５月、１月 農村計画部
給基盤（8地域、約15万ha）における調査・ 大淀川右岸、球磨北部、阿蘇東部地区において、 実作業を担う調査管理事務所と連携し、 農村振興課
更新計画策定を効率的に推進 広く関係者の意見を聴きながら、地域の整備方 検討の進捗を管理 事業計画課

向・整備構想を検討 ３月まで
地元・関係機関の意向を踏まえて、整備
方向・整備構想を検討

○国営土地改良事業を施行するため嘉瀬川上流、 ５月、１月 農村計画部
筑後川下流右岸、駅館川地区について、事業計 実作業を担う調査管理事務所と連携し、 事業計画課
画策定に係る事業施行の必要性、技術的可能性、 計画策定の進捗管理を実施
経済効果等を検討

３月まで
嘉瀬川上流地区は、予算要求の情勢を踏
まえて対応。筑後川下流右岸、駅館川地
区については、事業計画のフレームを概
定

○国営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用 ○施設の現況調査や施設の機能診断(劣化度の測 国営造成施設 機能診断スケジュール 整備部
排水機場及び基幹用排水路等の基幹的な農業水利施設 定等)を行う。 水利整備課
を対象に平成19年度から平成23年度までの５年間に、 ダム 頭首 用排 機場 樋管
管内３４国営完了地区の機能診断及び機能保全計画の 工 水路
作成を行う。 ヵ所 ヵ所 km ヵ所 ヵ所

全体 42 34 1313 65 35
○施設の機能診断結果から、施設の機能を保全す H19-H23
るために必要な対策方法等を定めた機能保全計
画を作成する。 H21まで 35 30 581 35 7

実施済み

H22実施 2 2 276 2 28
予定

○事業実施中の国営かんがい排水事業１２地区につい ○国営事業地区の計画的な事業実施のため、事業 ○各国営事業地区毎の完了予定年度を踏まえ、
て、地元合意の形成を図りつつ、着実に事業を推進す (務)所及び関係県、市町と連携を図りつつ、課 適正・円滑な事業執行を行う
る。 題解決のための取り組みを行う。 。

特に完了予定の都城盆地地区及び綾川二期地区
については、円滑な事業の完了に努める。

○事業実施中の国営かんがい排水事業地区について、再 ○再評価予定地区の筑後川下流白石平野地区につ ４月～６月 整備部
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評価を実施する。 いて、事業(務)所と連携を図りつつ、再評価(案) 再評価資料の検討 水利整備課
（平成22年度再評価予定地区） の取りまとめを行う。 ７月末 設計課

筑後川下流白石平野地区 地区再評価結果及び実施方針（案）の本
省報告

８月末
再評価結果及び実施方針の公表（本省）

○適正な事業管理に基づく国営土地改良事業の推進や県 ○国営事業に伴う事業損失に対する適正な事務の ○事前・事後調査の徹底及び地権者等からの要 整備部
営土地改良事業の円滑化を図るため、用地補償懸案等 執行を行う。 求等に対する適正な事務処理を適宜行う。 用地課
の解決に向けた適切な助言と指導を行う。

○国営事業完了予定地区の円滑な完了に向けた指 通年 事業完了年度が直近である地区が多い中、
（平成２２年度国営事業完了予定地区） 導を行う。 円滑に事業を完了できるよう、指導を行
都城盆地地区、佐賀中部地区 う。
綾川二期地区

○九州管内の国営・県営土地改良事業に伴う用地 通年 損失補償要綱並びに同運用方針等の法令
等の取得及び損失補償について、補償要綱並び 遵守を徹底すると伴に、情報等の連絡調
に同運用方針等を遵守し、適正な用地補償事務 整や 地区別打合せ等を行う。
の執行を図るよう指導する。

○国営土地改良事業地区の畑地かんがい営農の普及・ ○国営土地改良事業地区における営農と事業との ５月 全地区営農推進組織事務局と意見交換等 農村計画部
定着 一体的な推進に資することを目的に設置してい を実施、支援要望等を把握 資源課

る「九州農政局国営土地改良事業地区営農推進 ６月 連絡委員会を開催、具体的な委員会活動
畑かん営農の普及・定着に向け、各事業地区で作 対策連絡委員会」において、各事業地区に設置 計画(案)を策定
成しているアクションプログラムに沿って営農推 された地区営農推進組織との連携を図りつつ、 ６～３月
進活動が展開されるように、9地区10組織を支援 地区の実情・ニーズに応じた必要な支援活動を ９地区10組織の営農推進諸活動に

実施 対する支援の実施
９～10月

ブロック別情報交換会を開催、地区営農
推進組織間の情報交換・共有を促進

２月 事務局長等会議の開催
３月 連絡委員会を開催、次年度活動方針策定

○かん水技術及び省力化・低コスト栽培技術体 ４月 各調査実施方法の調整及び業務契約
系、環境保全型農業技術の確立(曽於北部地区) ４～12月

栽培実証、各種観測データ等の収集
○温かん水を用いた栽培技術、品質向上、畑かん 12月迄 各調査結果等の中間取りまとめ
用水による出芽早進化技術の確立(西諸地区) ３月迄 調査結果の取りまとめ

※曽於北部は総合報告書、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの作成
３月 調査地域に係る地元自治会等への成果

報告会を開催

○国営土地改良事業実施中及び完了の１２地区につい ○河川管理者と調整を図り河川協議を促進す ３月までに 整備部
て、河川法第23条、24条及び26条に基づく河川協議の る。 １２地区の河川協議の成立を図る。 設計課
年度内成立を図る。

（諫早環境アセス関連） 整備部
○諫早湾干拓事業の開門調査のための環境アセスメント ○諌早湾干拓事業の開門調査のための環境アセス ４～３月 農地整備課
について、平成22年３月に決定（予定）された環境影 メントについては、平成21年８月に方法書を公 ・決定された環境影響評価の方法に基づき調査
響評価の方法に基づき具体的作業を実施する。 表し、その後、指針に基づき、一般及び県知事 ・予測・評価を実施

から意見を聴取し、これらの意見を踏まえ方法
書に修正を加え、平成22年３月に環境影響評価
の方法を決定（予定）したところであり、平成
22年度はその方法に基づきアセスメントの具体
的作業（調査・予測・評価）を実施する。

○補助事業 ○農業農村整備補助事業・農山漁村地域整備交付金の計 ○管内各県と役割分担のもと補助事業・交付金に ５月 担当者会議を実施 農村計画部
画策定の指導・審査 係る事業計画審査や諸手続きを的確に実施 11月まで 事業計画課

平成23年度新規採択希望地区の事業計画
○国民の共有財産である農地・農業用水の確保 の審査・調整を実施
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3月まで
農業農村整備補助事業の事前評価資料作

地域に密着した水利施設、農地、農村生活基盤 成
等の整備を図る計事業画策定を適切に支援

○県営かんがい排水事業、畑地帯総合整備事業、経営体 ○県営事業地区の適正な予算管理及び円滑な事業 ○各県営事業地区毎の年度・残事業費及び事業 整備部
育成基盤整備事業等の各補助事業及び農産漁村地域整 実施のため、事業主体(県)と連携を図りつつ、 量を把握し、適正・円滑な事業執行を行う。 水利整備課
備交付金について、各県と連携を図りつつ、適正な予 適正な予算措置を行う。 ○担当者会議等により、農山漁村地域整備交付 農地整備課
算管理及び円滑な事業の実施を行う 金等新規制度の説明や事業主体間の情報共有

の場を設け、円滑な事業執行を行う。

○県営かんがい排水事業、畑地帯総合整備事業、経営体 ○再評価予定地区について、事業主体(県)と連携 11月～１月 整備部
育成基盤整備事業等各補助事業について再評価を実施 を図りつつ、再評価地区別結果書(案)の取りま 地区別資料（案）作成 設計課
する。 とめを行う。 水利整備課

２月末 農地整備課
再評価結果（案）の本省報告

３月末
再評価結果公表（本省）

○その他 ○土地改良事業を適切かつ効率的に施行するため、土地 ○地下かんがいにおける計画用水量を把握するた ４月 調査の業務発注 農村計画部
改良事業計画基準の確立を行う。 め、用水量調査を行い、用水計画作成上の留意 ４～12月 資源課

点を整理する（蒲生地区）） 用排水量調査、栽培管理用水量調査の実
○営農形態の多様化に対応した、凍霜害防止や土 施、各種観測データ等の収集
壌消毒等の栽培管理用水の定量化を行う（南薩 12月 調査結果等の中間取りまとめ
地区）） ２月 幹事会・委員会へ報告

３月 調査結果の取りまとめ、調査地域に係る
地元への成果報告会の開催、次年度業務
発注手続開始

○管内各県の統合整備基本計画に基づく土地改良区の統 ○土地改良区検査を通して、土地改良区の統合整 ○平成22年６月～23年１月にかけて実施する土 農村計画部
合整備による土地改良区の組織運営基盤の強化 備による土地改良区の運営基盤の強化と土地改 地改良区検査13地区において、特に土地改良 土地改良管理課

〔数値目標〕 良区活性化について指導を行う。 区の統合整備による土地改良区の運営基盤の
(土地改良区数) 強化、土地改良区が参画する関係機関との連

携による担い手の育成、耕作放棄地の解消等
21年度末 合併・解散による減 新設予定 22年度末 の農業振興及び地域住民等と連携した農地・

水資源の保全活動等による土地改良区の活性
８８０ ２５ ３ ８５８ 化について指導を行う。

○土地改良区が参画する関係機関との連携による担い手 ○各県、各県土連の土地改良区指導担当者と連携 ○６月に管内各県・各県土連担当者会議を開催
の育成、耕作放棄地の解消等の農業振興及び地域住民 して、土地改良区の統合整備による土地改良区 する。
等と連携した農地・水資源の保全活動等による土地改 の運営基盤の強化と土地改良区活性化について
良区の活性化 指導を行う。 ○各県・各県土連が主催する土地改良区役職員

研修会において、土地改良区の統合整備によ
る土地改良区の運営基盤の強化、土地改良区
が参画する関係機関との連携による担い手の
育成、耕作放棄地の解消等の農業振興及び地
域住民等と連携した農地・水資源の保全活動
等による土地改良区の活性化について講義す
る。

○土地改良区組織運営基盤強化対策事業（統合再 ○管内の実施地区（６地区）の実施状況を県を
編整備事業）の円滑な実施を図る。 通じて適時把握し、事業の円滑な実施に向け

た助言指導を行う。

○土地改良区の組織運営基盤の強化に関する土地 ○12月までに土地改良区との意見交換会を開催
改良区との意見交換会を開催し、今後の制度検 する。
討の参考とする。
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○換地による農用地の集団化を促進するため、管内の換 ○換地による農用地の集団化の促進を図る。 ○各県・各県土連が主催する土地改良区役職員
地処分量についての目標を設定する。 研修会において換地による農用地の集団化の

促進についての講義する。

○６月に管内各県・各県土連担当者会議を開催
する。

○交換分合による農用地の集団化を促進するため、３地 ○交換分合の啓発・推進活動を実施する。 ○管内から３地区を選定し、重点啓発・推進活
区を選定し、重点啓発・推進活動地区とする。 動地区として位置づけ、現地説明会、研修会

を開催する。

○国営事業地区及び補助事業地区の事後評価を実施する ○国営土地改良事業完了地区に対する事後評価を ６月 第１回第技術検討を開催 農村計画部
ことにより、事業の効率的な執行及び事業実施の透明 実施する。（喜界地区） ７月 第２回技術検討を開催 土地改良管理課
性を確保する。 ８月末

事後評価結果を公表。 整備部
公表に当たっては、九州農政局のＨＰに 水利整備課
掲載する。 農地整備課

防災課
○国の補助を受けて実施した土地改良事業完了地 11月 第１回技術検討会を開催
区の事後評価対象地区について、事業主体(県) 12月 第２回技術検討会を開催
と連携を図りつつ、事後評価地区別結果書(案) ３月末
の取りまとめを行う。 事後評価結果を公表。

公表に当たっては、九州農政局のＨＰに
掲載する。

②災害の防止・復旧 ○地震及び災害発生時の体制整備 ○九州農政局防災業務計画に基づき、迅速かつ適 ○震度６弱以上の地震発生後、上空又は地上か 整備部
切な実施を図るため、生産経営流通部農産課と らの現状把握、応急対応の現地技術支援を行 防災課
連携し、農地及び農業用施設の被災情報の収集、 う。
非常配備体制を確立する。 ○震度５強以下、風水害その他の災害にあって

は、管内各県からの災害報告等を踏まえ、必
要に応じて応急対応の現地技術支援を行う。

○上記の対応については、いずれも本省防災課
災害対策室へ報告を行う。

○国営造成施設災害対策本部（整備部対策本部） ○地震発生後、整備部対策本部の事務局として
の設置に基づき、国営造成施設に係る災害時の 関係土地改良区、市町村、調査管理事務所、
応急措置、二次災害防止及び直轄災害復旧措置 事業実施事業（務）所からの現地状況把握に
等の整備部内の事務局として、体制を整備する。 努め、応急対応の現地技術支援や直轄災害の

実施体制を確立し、稼動させる。
○風水害その他の災害についても同様とする。

○防災連絡体制の確立と円滑な災害査定の実施 ○農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定 ○災害発生後、管内各県から提出された災害復
措置に関する法律（暫定法）の手続きに基づき、 旧事業計画概要書に基づき、年内に災害実
速やかに災害査定を実施する。 地検査が計画的に終了するよう査定計画書を

作成し、災害実地査定を行う。

○災害実地査定を円滑に進めるため、査定官、財 ○年内実地査定を円滑に進めるため、３者の相
務立会、県立会を交え、査定設計図書作成、災 互理解と意思統一を図る。
害復旧工法等について、意見交換を行う。 ６月 労務･材料単価、総合単価等の確認

２月 上記の見直しと翌年度への反映

○災害実地査定を円滑に進めるため、管内の県、 ○年内実地査定を円滑に進めるため、管内応援
市町村、土地改良事業団体連合会の担当者や災 査定官と農村災害専門技術者の計画的な養成
害時に支援可能な専門技術者に対する研修の講 を行う。
師等の役割を果たす。 ６月 災害復旧事業検討会（担当者）

７月 応援査定官研修（管内事業（務）所）
２月 農村災害専門技術者研修会

（国、県、土連等のＯＢ等）
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○防災事業の推進 ○国営事業地区の計画的な事業実施のため、事業 ○各国営事業地区毎の完了予定年度を踏まえ、
○事業実施中の国営農地防災事業２地区、直轄海岸保全 （務）所及び関係県、市町と連携を図りつつ、 適正・円滑な事業執行を行う。
施設整備事業３地区について、地元合意の形成を図り 課題解決のための取り組みを行う。
つつ、着実に事業を推進する。

○農地防災事業、海岸保全施設整備事業等の所管する各
補助事業について、各県と連携を図りつつ、適正な予 ○県営事業地区の適正な予算管理及び円滑な事業 ○各県営事業地区毎の年度・残事業費及び事業
算管理及び円滑な事業の実施を行う。 実施のため、事業主体（県）と連携を図りつつ、 量を把握し、適正・円滑な事業執行を行う。

適正な予算措置を行う。 ○担当者会議等により、新規制度の説明等や事
業主体間の情報共有の場を設け、円滑な事業
執行を行う。

○事業実施中の直轄海岸保全施設整備事業地区につい ○再評価予定地区の玉名横島地区について、事業 ４月～６月 整備部
て、再評価を実施する。 (務)所と連携を図りつつ、再評価(案)の取りま 再評価資料の検討 設計課

（平成22年度再評価予定地区） とめを行う。 ７月末 防災課
玉名横島地区 地区再評価結果及び実施方針（案）の本

省報告
８月末

再評価結果及び実施方針の公表（本省）

○防災事業について再評価を実施する。 ○再評価予定地区について、事業主体(県)と連携 11月～１月
（平成22年度再評価予定地区） を図りつつ、再評価地区別結果書(案)の取りま 地区別資料（案）作成

２地区 とめを行う。 ２月末
地区別資料（案）の本省報告

３月末
再評価結果公表（本省）

（10）農林水産物・食品の輸出促進 輸出に取り組む事業者へのサポート体制を強化するた ○「輸出に取り組む事業者向け対策」を通じて、 ○事業の推進と円滑な執行事務に適宜対応 生産経営流通部
めに、補助事業（未来を切り拓く６次産業創出総合対 海外市場調査、海外販促活動・商談活動、海外 農産課
策のうち、国際展開）による支援とあわせ九州が一体 試験輸送等の各種の農林水産物・食品の輸出の ５月：輸出総合支援事業説明会開催
となった輸出促進の取組を推進 取組を総合的に支援

○地域輸出実践者ネットワーク構築事業を通じ ７月 地域輸出実践者ネットワーク構築事業
て、国内外からのバイヤー等を招聘し、海外マ 公募
ーケットセミナー、国内外のバイヤーとの商談
会及び展示試食会等を開催し、輸出の実践的な 11月 輸出促進ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの会開催（大分）
取組を支援。

○九州農林水産物等輸出促進ネットワークの構成 ９月 九州農林水産物等輸出促進ネットワーク
機関（各地域の輸出実務機関等）に対するセミ 総会及び実務委員会を開催
ナー等を活用した情報提供

３ 農村の振興

（1）６次産業化の推進 ○「農林漁業者等による農林漁業の六次産業化の促進に ○行政機関や農林漁業者をはじめとする地域の様 ○法施行までは６次産業化対策について周知を 企画調整室
関する法律（案）」の成立に併せ、制度の周知徹底を図 々な事業者へ周知。 行い、施行後は関係部課と連携して支援策を講 食糧部
る。 ずる。 生産経営流通部

農村計画部
整備部

（2）バイオマス ○バイオマスの利活用の促進 ○関係省庁の出先機関、試験研究機関、ＮＰＯ法 ○バイオマスの利活用に関連する新技術、取組 企画調整室
・バイオマスタウン構築の加速化 人等と連携し、バイオマスの利活用に関する情 事例などを紹介するセミナー等の開催（年１
〔数値目標〕 報収集や新技術、取組事例などを紹介し、バイ 回以上）
バイオマスタウン構想の公表市町村数を平成22年度末 オマスの利活用を促進
まで80市町村

○バイオマス資源活用促進事業による第２世代バ ○バイオマス資源活用促進協議会を年３回開催
（参考１） イオ燃料の原料生産及び利用可能性調査の実施 し、７市町村のバイオマス資源利用可能性調査
22年度末目標市町村数「80」は全国目標の「300」に の実施
九州の市町村数全国比を乗じた「40」をさらに努力目
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標として２倍したもの ○バイオマスタウン構想策定の推進と構想の実現 ○関係課と連携し、21年度までの実地調査対象
市町村、バイオマスタウン構想公表市町村等へ

（参考２） バイオマス関係支援事業説明のキャラバンの実
バイオマスタウン構想公表市町村数（累計） 施

19年度 20年度 21年度

九 州 １８ ３０ ４７ ○地域バイオマス利活用交付金（ソフト）及び広 ○事業実施主体から提出される事業実施計画に 農村計画部
域連携等バイオマス利活用推進事業の推進 ついて、計画承認に向け、通年、指導及び助 農村振興課

全 国 １３６ １７２ ２６８ 言を行う。

○バイオマスタウン構想を実現するため、市町
村に対し関係各課と連携して支援事業のＰＲ

バイマス活用推進基本法（H21.9.12施行）に基づ 等のための現地調査を行う（地域バイオマス
く国が策定する基本計画による目標、取組内容の追 利活用交付金）。
加・見直しの検討

○過年度事業実施地区のうち、成果目標未達成
地区については、目標達成に向け、通年、指
導及び助言を行う。

○地域バイオマス利活用交付金（ハード）の活用 ○市町村キャラバンによる意向把握と本省及び 整備部
による市町村やNPO等が行うバイオマス利活用 関係各課との連携による早期の事業実施に向 地域整備課
施設の整備を支援するとともに既存のバイオマ けた協議や予算措置
ス施設の事業成果拡大のための拡充整備を支援

○県及び市町村の担当者会議等による事業の普
及・啓発を実施

○国産バイオ燃料の生産拡大 ○バイオ燃料地域利用モデル実証事業の活用によ ○本省との連携による早期の実施に向けた協議
る地域資源を活用したバイオ燃料の実用化に向 や予算措置等の実施

（参考１） けた地域の取組を支援
21年度は、新規4地区を含む8地区で事業を実施

○実施地区の活動を通じた更なるバイオ燃料の普 ○バイオ燃料の普及・啓発、目標達成に向けた
及・啓発を実施 取組等について地域協議会への指導

（3）農商工連携 ○農商工等連携事業計画を各県２件以上認定 ○九州における農商工連携を着実に推進していく ○九州地域農商工連携促進協議会の開催 生産経営流通部
ため、九州地域農商工連携促進協議会を中心に、 ○農商工連携フォーラムの開催 食品課
イベント等の開催により啓発・普及を図る。 ○農商工連携マッチングフェアの開催

○農商工等連携事業計画の認定（３回）

○農商工連携による国産農林水産物を活用した新商品開
発・販路拡大等の取組の推進

○九州地域の農林水産物を活用した新商品を10商品創出
（参考）商品開発数及び販売数

○農商工等連携支援事業の取組を推進（地域の食 ○公募：H22年3月8日～4月6日
品産業、農林水産業者等との連携の構築を一層

17 18 19 20 21 22 推進・強化するとともに、九州産農林水産物を
商品 3 16 10 22 22 活用した新商品開発や販路拡大等の取組を支
開発 援）

商品 1 6 5 7 ○九州食料産業クラスター連絡協議会の取組等を ○九州食料産業クラスター連絡協議会関係
販売 通じ、新たな連携の構築、人材の育成等を図る。 ７月 総会及び取組事例発表会

８月 地域食品ブランド研修会
10月 ブロック商談会
11月 技術交流会（ﾊﾞｲｵﾘｻｰﾁﾈｯﾄ関係）
12月 食農連携研修会
１月 コーディネーター研修会
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３月 企画・運営委員会
○全国食料産業クラスター協議会関係
８月 代議員会議（東京都）
９月 総会（東京都）
○西日本食品産業創造展（5月19～21日）
○九州食品産業協議会総会（7月）

○食品の加工・販売施設等の整備を５件支援 ○農商工連携の本格的な事業化を促進するため、 ○公募：H22年4月5日～5月21日
平成21年度：7件支援 食品の加工・販売施設等の整備を支援する。

（4）都市と農山漁村の共生・対流 ○将来的に全国の小学生が農山漁村を訪れ、１週間程度 ○九州ブロックコーディネート組織や消費生活課 ○次年度以降、受入地域となる可能性がある地 農村計画部
の宿泊体験活動を行うことを目的とした「子ども農山 等と連携し、将来的に受入地域となる可能性が 域に対し、コーディネートシステム登録に向 農村振興課
漁村交流プロジェクト」において、受入の取組を行う ある行政機関、農林漁業関係団体、農林漁業者、 けた支援を実施
地域の拡大を目指す。 ＮＰＯ法人等の関係者に子ども農山漁村交流プ

ロジェクトの取組を紹介し、周知を図るととも
〔数値目標〕 に受入地域の拡大に向けた推進を図る。

小学校と受入地域とのコーディネートシステム
登録地域数(九州)

Ｈ２１年度 → Ｈ２２年度末
３０地域 ３５地域

○民間で行われている九州一円でのグリーン・ツ ○九州グリ－ン・ツ－リズムネットワ－ク推進
ーリズムの取組に対し、九州運輸局等の行政機 会議と民間のネットワ－ク団体等との意見交
関と連携して支援体制を整備し、九州地域にお 換会の開催

○九州グリーン・ツーリズムネットワーク推進会議を開 けるグリーン・ツーリズムの更なる推進を図る
催し、民間で行われている九州一円でのグリ－ン・ツ
－リズムの取組に対し、側面から行政機関が連携・支
援することにより、都市と農山漁村の共生・対流の円
滑な推進を図る

（5）中山間地域の活性化 ○中山間地域等直接支払交付金制度の着実な取組を推進 ○平成21年度実施状況調査及び取組事例の把握を ○４月～５月上旬県報告内容確認・修正 整備部
行い、当該調査結果等を農政局のホームページ ○５月中旬調査結果本省報告 地域整備課
に公表することにより、本制度の普及・推進を ○６月末全国版調査結果公表（本省）
図る。 ○７月末九州版調査結果公表（局）

○平成22年度から新たな対策として実施されるた ○会議や現地調査時に県、市町村等に対する制
め、制度の普及・推進や適切な取組がなされる 度の普及・推進や指導・助言等を行うととも
よう指導・助言等を行う。 に局ホームページを活用した制度の周知を行

う。
４月～５月

県主催担当者会議での制度説明
４月～５月

局ホームページに掲載
５月～６月

担当者会議の開催
４月～３月

管内7県現地調査の実施

○農村地域(中山間地域を含む）の総合的な整備に向け、 ○事業実施地区の適正な予算管理及び事業実施の ○各県営事業地区毎の年度・残事業費及び事業
農山漁村地域整備交付金の活用など所管する各事業メ ため、事業主体(県）と連携を図りつつ、適正 量を把握し、適正・円滑な事業執行を行う。
ニューについて、各県と連携を図りつつ、適正な予算 な予算管理を行う。
管理及び円滑な事業の推進 ○担当者会議等により、新規制度の説明等や事

業実施主体間の情報共有の場を設け、円滑な
事業執行を行う。

○再評価予定地区について、事業主体(県)と連携 11月～１月
を図りつつ、再評価地区別結果書(案)の取りま 地区別資料（案）作成
とめを行う。 ２月末
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地区別資料（案）の本省報告
３月末

再評価結果公表（本省）

（6）農地・水・環境保全 ○地域資源の保全のための共同活動等に取り組む面積の ○新たに本対策に取り組む活動組織があれば拡大 ○本対策の取組の少ない市町村を中心に、拡大 整備部
維持・拡大と積極的な保全活動の展開を促進する。 に向けて、進捗管理の徹底と活動組織への支援 に向けて推進を図る。 農地整備課

・指導の強化を行う。 ５月中
管内担当者会議等を実施し、各関係機関

(参考)平成22年3月9日農林水産省公表値 による活動組織への支援・指導の強化を
図る。

20年度 21年度 ○６月末の新規採択申請期限（特別な事情があ
取組面積(千ha) 取組面積(千ha) る場合に、地域協議会長が同日までに局長あ

て届出を行ったときは10月31日まで）に向け、
九 州 １８４ １９０ 進捗管理を徹底（要望量と活動組織の設立状

況等の把握）する。
全 国 １，３６１ １，４１９

○各活動組織の活動の充実・活発化に向け、各県 ○工夫を凝らした活動を行っている活動組織の
及び地域協議会との連携・協力による普及・広 紹介や学識経験者の意見などを通して、活動
報活動等の推進を図る。 の充実・活発化を図る。

○管内の活動状況、事例など九州農政局ホーム
ページの更新を行う。

○各県協議会の開催するフォーラム・研修会等
への協力を行う。

８月 「ふるさと環境フォーラム・九州連絡会」
主催によるワークショップを開催予定

○地域住民及び小学生を対象とした農村環境学習会を開 ○農業農村整備事業における環境との調和への配 ４月 実施要領の決定 農村計画部
催 慮や生きものと農業・農村環境との関わり等に ５月 地元関係団体等との連携・調整 資源課

ついて学習会を開催 ６月 学習会配付資料等の作成
○調査成果を活用して環境と調和した農業農村整 ６～７月
備事業の推進 環境学習会を開催

８月 実施内容の取りまとめ、地元関係団体や
広報媒体へ情報発信

○農業・農村地域の有する多面的機能の発揮や豊かな田 ○かんがい期水質定期観測の実施（水環境情報調
園自然環境の形成のため、環境と調和した農業農村整備 査、管内23地点、3回）及び畑かん用水の冬期 ４月 各調査の業務発注
事業の推進 観測の実施（水環境情報調査、管内13地点、1 ５～２月

回） 水質分析、生育生息評価マップ対象範囲
の現地状況確認、調査地区の現状把握や

○生物の生育生息環境評価マップ等の作成(生息 実証施設等の効果を把握するための生物
環境情報調査（熊本地域）) 調査を実施

12月 調査結果の中間取りまとめを行い、関係
○生態系保全に関する技術手法等の作成 機関へ情報提供
・生息環境向上技術調査（佐賀東部地区） １～３月
・環境配慮施設の効果的配置手法確立調査（阿蘇 実証施設の設置等に向けた現地調整及び
一の宮地区） 設置

・生物多様性保全手法確立調査（豊肥地区） ３月 調査地域に係る地元自治会等への成果報
告会を開催、次年度業務発注手続開始

○農業・農村地域の有する多面的機能の発揮や豊かな田 ○地下水利用実態や地下水障害現況の把握及び塩
園自然環境の形成のため、環境と調和した農業農村整 水化対策の検討(八代平野地区) ５月まで
備事業の推進 ○農業用地下水の利用実態の把握、地下水障害発 業務発注

生状況の確認(九州管内) 12月まで
○地すべり防止施設の実態調査及び機能点検・診 観測結果等の中間取りまとめ
断手法に関する検討（九州管内） ２月 地盤沈下防止等対策要綱関係府省連絡会

○地下水利用実態や地下水障害現況の把握及び塩 議へ報告
水化対策の検討(1地区) ３月まで

調査結果の取りまとめ
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３月まで
調査地域に係る地元自治会等への成果報
告会を開催

（7）鳥獣害防止 ○野生鳥獣による農作物等被害の軽減 ○平成22年度鳥獣被害防止総合対策交付金により ５月 担当者会議 生産経営流通部
地域の取組を支援 農産課

（参考）農作物被害額の推移 22年度から、地方の自主性・裁量性を高める
ため、都道府県への「交付金」となることから、
管内各県との連絡・調整を密にし、事業の円滑
な実施を図る。

（単位：千万円）

18年度 19年度 20年度 ○九州地域における野生鳥獣の保護・管理・効率 10月 九州地域野生鳥獣対策連絡協議会開催
九 州 370 300 320 的な防除のあり方等について、県、試験研究機
全 国 1,960 1,850 1,990 関等と連携し、検討を行う。

（8）農山漁村の活性化 ○農林漁業者などからの相談等に対し、関係部・室と連 ○九州農政局農山漁村活性化支援窓口業務（相談 ○年間を通し、支援窓口をＰＲし、ワンストッ 農村計画部
携し各種事業制度の紹介など適切に対応するととも 対応、事業・制度紹介等）の円滑な実施 プによる国民の目線に立った対応に努める 農村振興課
に、農山漁村活性化に資する事業の普及啓発及び執行
により、農山漁村の活性化の支援を強化

○市町村等による農山漁村活性化プロジェクト支 ○事前相談及び執行等に適切に対応するととも
援交付金の実施を推進 に、効果的な実施に努める

○内閣官房地域活性化統合事務局九州圏・沖縄県 ○農山漁村の活力再生等による活性化の促進に
地方連絡室、及び関係府省の地方支分部局が連 努める
携し、地域主体の取組を支援

○農山漁村（ふるさと）地域力発掘支援モデル事 ○他の補助事業を活用し取組を継続する協議会
業（２１年度限り）を実施した協議会（団体） （団体）については、事業目的に沿って適切
に対するフォローアップ に実施するよう、通年、指導及び助言を行う。

○協議会（団体）が取り組んでいる地域活性化
活動を支援するため、意見交換会等を2月末ま
でに実施する

４ 施策実施のための統計調査 ○農林漁業経営体の経営収支、生産コスト等の経済活動 ○農業経営統計調査（営農類型別）、農畜産物生 適時 管内及び県内の担当者会議、調査関係指 統計部
の実態把握に係る統計調査を実施し、各種農林水産施 産費統計調査、漁業経営統計調査、生産農林業 導会、業務打合せを適宜開催 経営・構造統計
策の円滑な推進・検証に資する。 所得統計、漁業生産額、農業物価統計調査、生 課

産者の米穀在庫等調査を実施 随時 調査結果検証等のために関係団体からの
情報収集を実施

適時 調査ごとに定められた本省報告期日まで
に調査結果を報告

○調査結果の地方公表及び県や関係団体への説明 ○本省公表に併せて、地方公表を行う
を行い共通認識の醸成 ８月 平成21年産米生産費（九州）

11月 個別経営の営農類型別経営統計（九州）

○地方公表に当たり、公表関係資料により県や
関係団体へ説明

○農業経営統計調査結果により「図解くまもとの ３月まで
農業経営」を作成し、調査客体へ還元するとと 23年4月の還元を目途に、調査結果データの整
もに関係機関・団体等へも提供 理、還元用資料作成

○戸別所得補償制度の実施に向け、現行データで不足す ○戸別所得補償政策に関する調査の大麦、裸麦、 適時 管内及び県内の担当者会議、調査関係指
る調査を実施し、同制度の円滑な実施に資する。 なたね、そば生産費を実施 導会、業務打合せを適宜開催
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必要に応じて対象品目に係る母集団整備を実
施 随時 調査結果検証等のために関係団体からの

情報収集を実施

適時 調査ごとに定められた本省報告期日まで
に調査結果を報告

○農林水産業の基本構造の把握に係る統計調査を実施 ○2010年２月１日に実査を行った2010年世界農林 11月下旬
し、各種農林水産施策の円滑な推進・検証に資する。 業センサス結果の公表 県別調査結果概要について、県と合同で

公表

○農業構造動態調査、新規就農者調査、漁業就業 適時 管内及び県内の担当者会議、調査関係指
動向調査等の実施 導会、業務打合せを適宜開催

随時 県、関係団体への調査協力要請及び調査
結果検証のための情報収集を実施

適時 調査ごとに定められた本省報告期日まで
に調査結果を報告

○水稲に係る作付面積、作柄概況、予想収穫量及び収穫 ○水稲の生育期間に併せ標本筆調査等を実施し、 ４～５月 統計部
量調査を実施し、適正な作付面積・単収・収穫量デー 調査結果を公表 管内及び県内会議を開催し、調査の留意 生産流通消費統
タの整備を行い、米政策の円滑な推進・検証に資する。 (本省と同時公表、記者レクの実施） 点等を周知 計課

８月 8月15日現在における作柄概況調査の実施
及び公表

９月 9月15日現在における作柄概況調査の実施
及び公表

10月 10月15日現在における生育及び予想収穫
量調査の実施及び公表

12月 水稲収穫量（確定）の公表

○水稲に係る生育・作柄について、県、関係団体 随時 各調査の取りまとめ時期において県、関
等との意見交換により、共通認識の醸成を図る 係団体等との協議会を開催し、意見交換

を行う。
随時 各調査結果を公表時に関係機関に説明

○水稲作付面積については、7月15日現在で対地 ９月 水稲作付面積（青刈り面積含む）公表
標本実測調査等を実施し、調査結果を公表 10月 水稲作付面積（子実用）公表
(本省と同時公表、記者レクの実施）

○米・麦・大豆・なたね・そばに係る市町村別データの ○各作物の公表値(県計値）を基に、実測結果、 ４月 大豆の市町村別統計を公表
整備を行い、平成23年度以降の本格実施に向けた戸別 関係機関からの情報収集、現地での巡回見積も 11月 水稲の市町村別収穫量取りまとめを行う
所得補償制度の円滑な推進に資する。 り等によりデータを作成し、結果を公表 12月 水稲の市町村別収穫量を公表

なたね・そばの市町村別取りまとめ及び
公表を行う（時期は未定）

３月 麦、大豆の市町村別取りまとめを行う。
３月 麦の市町村別統計を公表

○結果の公表に当たり、関係機関への説明を行い、 ４月 大豆の公表に併せ関係機関に説明
共通認識の醸成を図る 12月 水稲の公表に併せ関係機関に説明

なたね・そばの公表に併せ関係機関に
説明（時期は未定）

３月 麦の公表を行い関係機関に説明

○農畜水産物の流通量、価格、流通経費や、食品ロス等 ○各市場、卸売業者、食品産業事業所、一般世帯 随時 調査ごとに定められた報告期日までに
の調査を実施し、各種農林水産施策の円滑な推進・検 等に自計申告、郵送調査等を実施 本省に報告
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証に資する。 調査結果の公表は本省公表

○九州の農業の実態及び農政上の課題などを統計数値を ○昨年発刊した、一般国民をも対象に九州農業の ○５月までに作成。 統計部
用いて分かりやすく解説する。また、施策推進に資す 概要や農政上の課題などをわかりやすくとりま ○別途計画する意見交換会などで配布説明 統計企画課
る加工分析を含む統計資料を作成し、現場の実態や施 とめた冊子「統計データからみた九州農業の概
策推進上の課題 などについて関係者との共通認識を 要と農政の推進」の政策面等のデータを更新し、
醸成する。 消費者等との意見交換会などにおいて説明配布

する。

○施策担当部局からテーマなどを募集し施策推進 ○当該施策担当部局が成果物を必要とする時期
に資する加工分析を含む統計資料を作成する。 （別途協議）までに作成し、説明配布する。

５月までにテーマ・スケルトンなどを決定

○統計調査結果を適時適切にホームページで提供しアク ○地方公表を行った統計については、速やかにホ ○地方公表当日にプレスリリースを行いホーム
セス数の増加を図る。また、ポケット九州、年報等の ームページに掲載するとともに、統計調査結果 ページに掲載する。
提供により九州の農林水産業への理解度を高める。 を取りまとめた「熊本県統計年報」「ポケット ２３年３月までに「熊本県統計年報」、

九州」を発行し、関係機関、団体等に提供する。 「ポケット九州」を発行

５ その他 〔業務改革〕 ○農林水産省改革の工程表及び九州農政局の業務 ○農林水産省改革の工程表及び九州農政局の業 総務部
○九州農政局改革推進本部の庶務担当及び九州農 政局 改革工程表の内容を適時的確に遂行する。 務改革工程表に定められている目標及び期限 総務課
改革推進本部幹事会事務局として、農林水産省改革及 まで。
び九州農政局の業務改革を的確に遂行する。

〔農協等検査〕 ○年間検査計画の作成及び検査命令に基づく検査 ○限られた人員の効率かつ効果的な活用を前提 総務部
○農協等の正常な事業運営の促進を図るため、効率的な 計画の樹立(４月作成)。 に、被検査団体の経営の健全性及び事業運営 検査課
検査計画を策定し、農協等検査を年間２１団体程度実 上の課題等を整理し計画を策定する。
施する。

（参考） ○検査計画に基づく着実な検査の実施。 ○年間の検査計画の基づき検査を実施。
検査実施団体数 国民目線に立った厳正な検査の実施。 被検査団体の経営の健全性確保のため、検査

マニュアル等に基づいた厳正な検査を行う。
１９年度 ２０年度 ２１年度

２０ １９ ２１

〔国営事業の適切な運営〕 ○農業農村整備事業等コスト構造改善プログラム ○H20～H24年度の5カ年間で15%のコスト構造改 整備部
○農業農村整備事業等のコスト削減 の着実な推進。 善を達成する。(H21年度実績をH22年度にとり 設計課

まとめる。)

○国営土地改良事業における平成２２年度の２５０万円 ○９千万円以上の局契工事はすべて一般競争入札 ○局契工事については、地域の実情を考慮しつ
以上のすべての工事を原則として一般競争入札で実施す で実施する。 つ地域経済の活性化を図るため、早期発注に
る。 努める。

○２５０万円以上の専決工事は原則一般競争入札 ○適正な発注規模を確保し、概算発注の積極的
で実施することを指導する。 な実施により、事務処理の効率化を図り、早

期発注に努める。

〔ペットフード法に係る安全対策の推進〕 消費・安全部
○帳簿の備付けの状況、輸入・製造されたペットフード ○販売業者に対し立入検査による監視・指導 ○翌１月～３月に販売業者に対し立入検査を実 安全管理課
が基準・規格に適合しているか等確認するため、販売 施
業者に対し立入検査を実施する

○販売段階におけるペットフードの流通実態把握のた ○小売業者に対する店舗調査の実施による流通実 ○４月～翌３月に小売業者に対する店舗調査を
め、小売店舗に対し店舗調査を実施する 態の把握及び指導 実施

【数値目標】店舗調査44店舗（上半期）


